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例 (税務課)

O金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立

地法の特例等に関する条例の一部を改正する

条例 (企業立地課) 3 

0金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例等の一部を改正す

る条例 (障害福祉課) 4 

会之
フ1<; 例

町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。

令和 3年 6月22日

金沢市長 山 里子

。金沢市条例第31号

町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例

(金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正)

之 義

第 1条 金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和43年条例第36号)の一部

を次のように改正する。

別表第 3中「金石御船町」の次 に「、金石上越前町」を 、 「し1なほ 2丁 目」の次 に

「、いなほ 3丁 目」を加える。

(金沢市消防団条例の一部改正)

第 2条 金沢市消防団条例(平成 3年条例第 5号)の一部を次のように改正する。

別表第 3中「金石御船町」を「金石御船町 金石上越前町」に、 「し、なほ 2丁 目」を

「いなほ 2丁 目 いなほ 3丁目 」に改める 。

附則

この条例は、規則で定める日か ら施行する 。

金沢市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 3年 6月22日

金沢市長 山 里子 之 義
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。金沢市条例第32号

金沢市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例

(金沢市税賦課徴収条例の一部改正)

第 1条 金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第19条第 2項中 「及び扶養親族」の次に I(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族

に限る。以下この項において同じ。)Jを加える。

第28条の 2第 1号中 「扶養親族」の次に I(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族

に限る 。次号において同じ。)Jを加える 。

第32条の 3の 2第 4項中 「所得税法第198条第 2項に規定する納税地の所轄税務署長

の承認を受けている」を「政令第48条の 9の 7の 2において準用する政令第 8条の 2の

2に規定する要件を満たす」に改め、 「次条第 4項」の次に「及び第38条の 8第 3項」

を加える。

第32条の 3の 3第 1項中 「控除対象扶養親族を除 く」を「年齢16歳未満の者に限る」

に改め、同条第 4項中「所得税法第203条の 6第 6項に規定する納税地の所轄税務署長

の承認を受けている」を「政令第48条の 9の 7の 3において準用する政令第 8条の 2の

2に規定する要件を満たす」に改める。

第38条の 7第 1項第 1号中 「次条第 2項及び」を「次条第 2項及び第 3項並びに」に

改める。

第38条の 8に次の 2項を加える。

3 第 1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき

退職手当等の支払者が政令第48条の 18において準用する政令第 8条の 2の 2に規定す

る要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提

出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用 がある場合における 第 2項の規定の適用については、同項中 「退

職所得申告書が」 とあるのは 「退職所得 申告書に記載すべき 事項を」と 、 「支払者に

受理された とき 」 とあるのは 「支払者が提供を受けたとき」と 、 「受理された時」 と

あるのは「提供を受けた時」とする。

第39条第 2項及び第 4項中 「課する」を「課する こと ができる」に改め、同条第 5項

中 「当該埋立地に」を「当該埋立地等に」に、 「課する」を「課する こと ができる」に

改める。

附則第 4条の 4第 1項中 「及び扶養親族」の次に I(年齢16歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。 以下この項において同じ。)Jを加える。

附則第 5条中 「平成34年度」を「令和 9年度」に改める。

附則第17条中 「定める率を乗じて得た額」の次 に 「。 以下この条において同じ。」 を、

「負担調整率を乗 じて得た額」の次に I(令和 3年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額) Jを加える。

附則第53条に次の 1項を加える。

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第 6

条の 2第 1項の規定の適用を受けた場合における 附則第 6条の 2の 2第 1項の規定の
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適用については、同項中「令和 15年度」とあるのは「令和 17年度」と、 「令和 3年」

とあるのは 「令和 4年」とする。

(金沢市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第 2条 金沢市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(令和 2年条例第45号)の一部を

次のように改正する。

第 3条のうち、金沢市税賦課徴収条例第35条の 7第 7項の改正規定中 「第321条の 8

第52項」を「第321条の 8第60項」に、 「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条

第13項の改正規定中 「第321条の 8第61項」を「第321条の 8第69項」に改め、同条例第

35条の 8第 4項の改正規定中 II又は第31項」に」の次に「、 「第48条の 15の 5第 4

項」を「第48条の 15の 4第 4項」に」を加え、同条例第37条の改正規定中「第37条第 4

項」を「第37条第 3項中「第48条の 15の 5第 4項」を「第48条の 15の 4第 4項」に改

め、同条第 4項」に改め、同条例附則第 4条の 2第 2項の改正規定の次に次のように加

える。

附則第 4条の 3第 1項中 「及び第 4項」及び「又は法人税法第81条の24第 1項の規定

により延長された法第321条の 8第 4項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第

2項中 「又は法第321条の 8第 4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を

削る。

附則

(施行期 日)

第 1条 この条例は、公布の 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める 日から 施行する。

(1) 第 1条中金沢市税賦課徴収条例附則第 5条の改正規定 令和 4年 1月 1日

(2) 第 1条中金沢市税賦課徴収条例第19条第 2項、 第28条の 2第 1号、 第32条の 3の 3

第 1項及び附則第 4条の 4第 1項の改正規定並びに次条の規定 令和 6年 1月 1日

(市民税に関する経過措置)

第 2条 前条第 2号に掲げる規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和 6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和 5

年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立地法の特例等に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。

令和 3年 6月22日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第33号

金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立地法の特例等に関する条例の一部を改

正する条例

金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立地法の特例等に関する条例(平成20年条例

第33号)の一部を次のように改正する。

第 3条の表甲種区域の項中「及び南森本町地区」を「、南森本町地区及び専光寺地区」

に改める。
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附則

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正

する条例をここに公布する。

令和 3年 6月22日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第34号

金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の

一部を改正する条例

(金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員 、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正)

第 1条 金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成

24年条例第56号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第212条」を「第212条 ・第213条」に改める。

第211条第 1項後段中 II特例介護給付費JJを II特例介護給付費又は特例訓練等

給付費JJに改める。

第 4章中第212条を第213条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第212条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これ らに

類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定

されている又は想定されるもの(第12条第 1項(第45条第 1項及び第 2項、第45条の

4、第50条第 1項及び第 2項、 第96条、 第96条の 5、第 124条、 第150条、 第 150条の

4、第 160条、 第 160条の 4、第 173条、 第 186条、 第 191条、 第 195条、 第195条の 12、

第 195条の20並びに前条第 1項において準用する 場合を含む。 )、 第16条(第45条第

1項及び第 2項、 第45条の 4、第50条第 1項及び第 2項、 第79条、 第96条、 第96条の

5、第 111条、 第 111条の 4、第 124条、 第 150条、 第 150条の 4、第 160条、 第160条の

4、第 173条、 第 186条、 第 191条、 第19Ei条、 第195条の 12、第 195条の20、第202条、

第202条の 11、第202条の22並びに前条第 1項において準用する 場合を含む。 )、 第55

条第 1項、第105条第 1項(第 111条の 4において準用する場合を含む。)、 第 199条

の 3第 1項(第202条の 11及び第202条の22において準用する場合を含む。)及び次項

に規定するものを除く 。)については、 書面に代えて、 当該書面に係る電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に よっては認識する こと ができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 。)に
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より千子うことができる。

2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他こ

れらに類するもの(以下「交付等」という 。)のうち、この条例の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特

性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう 。)によること ができ

る。

(金沢市社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正)

第 2条 金沢市社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例(平成24年条例第44号)の一部を次のように改正する。

第19条を第20条とし、 第18条の次に次の 1条を加える。

(電磁的記録)

第19条 婦人保護施設は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規

定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚に よって認識すること ができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。)で行 うこと が規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚に よっては認識すること ができない方式で作られる記録であって、電子計

算機に よる情報処理の用に供されるものをいう 。)により行うこと ができる。

(金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

第 3条 金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設の人員、設備及び運営に 関する基準等を定める条例(平成24年条例第

57号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第63条」を「第63条・ 第64条」に改める。

第 4章中第63条を第64条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第63条 指定障害者支援施設等及びその従業者は、作成、保存その他これ らに類するも

ののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定されてい

る又は想定されるもの(第13条第 1項(同条第 4項において準用する場合を含む。)

第17条及び次項に規定するものを除く 。)については、 書面に代えて、 当該書面に係

る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう 。)により行うこと ができる。

2 指定障害者支援施設等及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これ らに

類するもの(以下「交付等」 という 。)のうち、この条例の規定において書面で行う

こと が規定されている又は想定されるものについては、 当該交付等の相手方の承諾を
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得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識する ことができない方法をいう 。)によることができる。

(金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福

祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第 4条 金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第58号)

の一部を次のように改正する。

目次中 「第91条」を「第91条・ 第92条」に改める。

第10章中第91条を第92条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第91条 障害福祉サービス事業者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定されてい

る又は想定されるもの(次項に規定するものを除く 。)については、 書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう 。)により行うこと ができる。

2 障害福祉サービス事業者及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに

類するもの(以下「交付等」という 。)のうち、この条例の規定において書面で行う

こと が規定されている又は想定されるものについては、 当該交付等の相手方の承諾を

得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、 書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識する こと ができない方法をいう 。)によること ができる。

(金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活

動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第 5条 金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地

域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第59号)

の一部を次のように改正する。

第23条を第24条と し、 第22条の次に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第23条 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他これ らに類するもの

のうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚に よって認識する こと ができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定されている又

は想定されるもの(次項に規定するものを除く 。)については、 書面に代えて、 当該

書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

こと ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう 。)により行うこと ができる。

2 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これ らに類するもの (以
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下「説明等」という 。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定され

ている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明

等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮

をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によ

って認識することができない方法をいう 。)によることができる。

(金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホ

ームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第 6条 金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福

祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第60号)の一部を次

のように改正する。

第21条を第22条とし、第20条の次に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第21条 福祉ホーム及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定さ

れるもの(次項に規定するものを除く 。)については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう 。)により行うことができる。

2 福祉ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明

等」という 。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手

方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、

書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう 。)によることができる。

(金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者

支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第 7条 金沢市障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第61号)の一部

を次のように改正する。

目次中「第46条」を「第46条 ・第47条」に改める。

第 3章中第46条を第47条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第46条 障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定

されるもの(次項に規定するものを除く 。)については、書面に代えて、当該書面に

係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
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のをいう 。)により千子うことができる。

2 障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するも

の(以下「交付等」という 。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当

該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切

な配慮、をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識する こと ができない方法をいう 。)によること ができる。

(金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正)

第 8条 金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例(平成24年条例第43号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第118条」を「第118条 ・第119条」に改める。

第85条第 4項ただし書を次のように改める。

ただし、同項各号に掲げる施設及び場合の区分に応じ、当該各号に定める職員を置

かない こと ができる。

第15章中第118条を第119条とし、同条の前に次の 1条を加える 。

(電磁的記録)

第118条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これ らに類するもののうち 、

この条例の規定において書面 (書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、 複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識する こと ができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 。)により行 うこと がで

きる。

(金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に 関する基準

等を定める条例の一部改正)

第 9条 金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例(平成24年条例第62号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第94条」を「第94条 ・第95条」に改める。

第 7条第 5項中 「第 2項」を「前 2項」に改める。

第 8条第 7項中 「及び第 4項第 1号」を「、第 4項第 1号及び次項」に改める。

第74条第 5項中 「第 2項」を「前 2項」に改める。

第91条第 1項中 「同項第 1号中 「指定児童発達支援事業所」 とあるのは 「多機能型事

業所」と、」を「同項第 1号中」に改め、 「並びに 同項第 3号」を削り、 「同項第 1号

中 「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、」を「同項

第 1号中」に改める。

第 4章中第94条を第95条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第94条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これ らに類

するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正
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本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うことが規定さ

れている又は想定されるもの(第15条第 1項(同条第 4項、第56条の 5、第60条、第

72条、 第79条、 第79条の 2、第82条、第82条の 9及び第90条において準用する場合を

含む。)、 第19条(第56条の 5、第60条、 第72条、 第79条、 第79条の 2、第82条、第

82条の 9及び第90条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除

く。)については、 書面に代えて、 当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 。)により行うこと ができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これ らに

類するもの(以下「交付等」という 。)のうち、この条例の規定において書面で行う

こと が規定されている又は想定されるものについては、 当該交付等の相手方の承諾を

得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害

児又は当該通所給付決定保護者に係る 障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認

識することができない方法をいう 。)によること ができる 。

(金沢市児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正)

第10条 金沢市児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例(平成24年条例第63号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第60条」を「第60条・ 第61条」に改める。

第 4章中第60条を第61条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第60条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これ らに類するも

ののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定されてい

る又は想定されるもの(第12条(第59条において準用する場合を含む。)、 第16条第

1項(第59条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く 。)に

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識する こと ができない方式で作られる記録であって、電子計

算機に よる情報処理の用に供されるものをい う。)により行うこと ができる。

2 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これ らに類する

もの(以下「交付等」という 。)の うち 、この条例の規定において書面で行 うこと が

規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、

当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は

当該入所給付決定保護者に係る 障害児の障害の特性に応じた適切な配慮、をしつつ、 書

面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識する

こと ができない方法をいう 。)によること ができる。

(金沢市児童福祉法に基づく 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正)
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第11条 金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成26年条例第49号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第50条」を「第50条 ・第51条」に改める。

第 6章中第50条を第51条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録)

第50条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう 。以下この条において同じ。)で行うこと が規定されている又

は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 。)により行 うこ

とができる。

附則

この条例は、令和 3年 7月 1日から施行する。ただし、第 1条中金沢市障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に 関する基準等を定める条例第211条第 1項の改正規定、 第 8条中金

沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第85条第

4項ただ し書の改正規定、 第 9条中金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第 7条第 5項、 第 8条第 7項、 第74条第 5

項及び第91条第 1項の改正規定は、公布の日から施行する。

金沢市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

令和 3年 6月22日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第35号

金沢市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例

金沢市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成

24年条例第45号)の一部を次のように改正する。

第 9条の次に次の 2条を加える。

(就業環境の整備)

第 9条の 2 救護施設等は、入所者等に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ相当な範

囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第 9条の 3 救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、入所者等に対する処遇

を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下
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「業務継続計画」という 。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけ

ればならない。

2 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。

第10条第 4項中「前項」を「第 3項」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 3項の次

に次の 1項を加える。

4 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めなければならない。

第20条第 2項中「感染症」の次に「又は食中毒」を加え、 「必要な措置を講ずるよう努

めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会 (テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるも

のとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図

ること 。

(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること 。

(3) 当該救護施設において、職員に対 し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するこ

と。

附則

(施行期日)

第 1条 この条例は、令和 3年 8月 1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第 2条 この条例の施行の日から令和 6年 3月31日までの問、この条例による改正後の金

沢市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下

「新条例」という 。)第 9条の 3の規定の適用については、同条中「講じなければ」 と

あるのは「講ずるよう努めなければ」と、 「実施しなければ」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、 「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」と

する。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第 3条 この条例の施行の日から令和 6年 3月31日までの問、新条例第20条第 2項(新条

例第28条、 第35条(新条例第42条において準用する場合を含む。)及び第41条において

準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」 とあるのは、

「講ずるよう努めなければ」とする。

高齢者等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 3年 6月22日

金沢市長 山 里子 之 義
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。金沢市条例第36号

高齢者等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

高齢者等の医療費の助成に関する条例(昭和45年条例第 4号)の一部を次のように改正

する。

第 2条第 7項に次のただし書を加える。

ただし、児童扶養手当に係る所得の額の算定の例による場合にあっては、児童扶養手

当法施行令第 6条の 7の規定は、適用しない。

附則

この条例は、公布の日か ら施行する。
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